
鳥取県外国人活躍促進企業支援補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」

という。）第４条の規定に基づき、鳥取県外国人活躍促進企業支援補助金（以下「本補助金」

という｡）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、県内の事業所において外国人労働者を受け入れている県内事業者及び県内

事業者への受入れ等を支援する県内業界団体等に対し、外国人労働者の日本語能力向上や働き

やすい環境づくりに関する事業に要する経費の一部を補助することにより、外国人労働者への

サポート体制構築及び企業の人材確保・生産性向上を図るとともに、地域との多文化共生に資

することを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表１の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」

という。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する同表の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）の額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）から補助

事業に伴う収入（事業実施主体が、複数の事業所の外国人労働者を対象とした事業を実施する

にあたり、その複数の事業所から収入した負担金は除く。）を控除した額に、同表第４欄に定

める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額（同表第５欄に定める額を限度とする。）

以下とする。 

３ なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の

実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

４ 補助事業の実施期間は事業実施年度の２月末日までとする。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、事業実施に先立って行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１

号及び様式第２号によるものとする。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日以内に行うものと

する。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、別表１の第６欄に定めるもの以外の変

更とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日

までに行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しく

は廃止の日から２０日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度



の３月１０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、そ

れぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（雑則） 

第８条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、商工労

働部長が別に定める。 

 

   附 則 

   この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 



別表１ 
１ 補助事業 ２ 事業実施主体 ３ 補助対象経費 ４ 補助率 ５ 補助限度額 ６ 重要な変更 

日本語学習支援
事業 

・県内の事業所にお
いて外国人労働者を
受け入れている県内
事業者（事業者に
は、企業のほか、農
林水産業者、個人事
業主等を含む） 
・県内に事業所を有
する業界団体及び監
理団体（監理支援機
関） 
 

日本語学習会の開催、外国人労働者の日本
語学習のための学習教材購入等の、県内で
働く外国人労働者の日本語能力向上を目的
に実施する事業に係る経費 
・報償費（例：講師謝金） 
・旅費（例：講師及び学習会ボランティア

への交通費） 
・需用費（例：教材購入費、学習プリント

コピー代） 
・役務費（例：電話代、郵送代、受講料） 
・使用料及び賃借料（例：会場使用料） 
・委託料（例：学習会の実施・運営） 

１／２ ５００千円／１事業者 
（複数の事業所の外国
人労働者を対象とした
事業を実施する場合は
１，０００千円） 

（１）本補助金の
増額を伴う変更 
（２）補助対象経
費総額の２割を超
える減額 

働きやすい社内
環境整備事業 

社内多言語化のための翻訳、業務で使用す
る専門用語語彙リスト作成、外国人労働者
指導のための講習受講等の、外国人労働者
が働きやすい社内環境整備を目的に実施す
る事業に係る経費 
・報償費（例：語彙リスト作成のアドバイ

ザー謝金） 
・需用費（例：語彙リスト印刷代） 
・役務費（例：翻訳料、受講料） 

技能・学科試験
対策事業 

県内で働く特定技能１号外国人労働者の特
定技能２号への移行に必要な技能・学科試
験等の対策に要する経費 
・報償費（例：技能・学科試験の対策に係

る講師謝金） 
・旅費（例：上記講師派遣に係る旅費・宿

泊費） 
・需用費（例：試験対策テキスト代） 
・役務費（例：研修等の受講料） 

 
注）補助対象経費について 
・消費税及び地方消費税は補助対象経費に含めない。 
・交付決定前に契約・支払等を行った事業経費や法令等で実施が義務付けられている事業経費は、補助対象経費に含めない。 
・日本語学校の正規課程に在籍する生徒のカリキュラム受講に要する経費（授業料・教材費等）は補助対象外経費とする。ただし、事業実施主体

が独自に企画して行う日本語学習会で日本語学校を活用する場合（委託する場合を含む。）に必要な経費は補助対象経費とすることができる。 


